
※支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。
必ず裏面の支給手続きをご確認ください。

みなさまへ大切なお知らせ

■問い合わせ先 白山市子育て支援課 児童手当担当 076-274-9575（受付時間:平⽇8:30〜17:15）

②所得制限撤廃
上記➀に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。

③多子加算支給額の拡充
第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。

令和６年９月３０⽇（月）

１．変更後内容

２．支給額

⑤支給月が2か月に1回
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
※現行は２・６・１０月に前月分までの４カ月分を支給 （例：6･7･8･9月分を10月期に支払）
法改正後は偶数月に前月分までの２カ月分を支給 （例：6･7月分を8月期に支払。8･9月分を10月期に支払）

④多子加算の算定年齢の拡充
算定児童について、１８歳〜２２歳（平成１４年４月２⽇⽣まれ〜平成１８年４月１⽇⽣ま

れ）の児童（以下、大学⽣年齢児童と表記）も対象となります。
【現 行】

高校生年齢以下児童から年齢順に第1子・第2子と
数え、小学生以下の児童が第3子以降となる場合に
多子加算が適用

第3子以降、1人につき月額15,000円

【法改正後】
大学生年齢児童から年齢順に第1子・第2子と数え、
高校生年齢以下児童が第3子以降となる場合に多子
加算が適用

第3子以降、1人につき月額30,000円

３．申請期限

児童年齢 算定 支給額

21歳 第1子 ―

17歳 第2子 10,000円

13歳 第3子 30,000円

3歳未満 3歳以上18歳年齢末まで

第1子・第2子
1人につき月額 15,000円 1人につき月額 10,000円

第3子
1人につき月額 30,000円

★
算
定
例
➀
★

児童年齢 算定 支給額

23歳 ― ―

17歳 第1子 10,000円

13歳 第2子 10,000円

★
算
定
例
②
★

➀支給対象年齢拡⼤
１８歳まで（平成１８年４月２⽇以降⽣まれ）の児童（以下、高校⽣年齢以下児童と表記）が
いる世帯が支給対象となります。

なお、申請期限後に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。

ただし、請求権の時効が成立した場合は申請月の翌月からの支給となりますので、ご注意ください。

大学生年齢児童から年齢順に第1子、第2子と数え、高校生年齢以下の
お子さんが第3子以降となる場合、月額30,000円となります



４．申請対象者

児童手当または特例給付を受給していますか？

⼤学⽣年齢児童（表面④に該当）
がおり、3人以上のきょうだいが
いますか？

⼤学⽣年齢児童（表面④に該当）
がいますか？

高校⽣年齢以下児童（表面➀に該当）
が同居していますか？

高校⽣年齢以下児童（表面➀に該当）
が同居していますか？

申請必要
（下記Ａへ）

申請必要（下記Ｂへ） 申請必要（下記Ｃへ） 申請必要（下記Ｄへ） 申請必要（下記Ｅへ）

申 請 不 要
（※１）

はい いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえいいえ はい

いいえ

（※１）高校⽣年齢がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合
は、職権で増額（申請不要）とし、額改定認定通知書を令和6年12月の支給⽇までに送付します。

５．児童手当の支給手続き

下記の提出書類を返信用封筒にて返送または白山市役所子育て支援課窓口まで提出してください。

提出書類

▼申請対象者Ｂ

・児童手当認定請求書
・監護相当・⽣計費の負担についての確認書（３人以上のきょうだいがいる場合のみ必要）
※3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方は健康保険証のコピー

▼申請対象者Ａ

・監護相当・⽣計費の負担についての確認書

▼申請対象者Ｃ

・児童手当認定請求書
・別居監護申⽴書（支給対象児童のうち住⺠票上他市に在住している児童分について記入してください）
・監護相当・⽣計費の負担についての確認書（３人以上のきょうだいがいる場合のみ必要）
※3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方は健康保険証のコピー

▼申請対象者Ｄ

・児童手当認定請求書
※3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方は健康保険証のコピー

▼申請対象者Ｅ

・児童手当認定請求書
・別居監護申⽴書（支給対象児童のうち住⺠票上他市に在住している児童分について記入してください）
※3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方は健康保険証のコピー


